
事務局規程 

 

（目的） 

第1条 この規程は、プラスソーシャルインベストメント株式会社（以下、「この法人」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務の適正な運営を図るこ

とを目的とする。 

 

（事務局） 

第2条 事務局には、営業・コンプライアンス・審査・管理・監査の部署を置く。 

２   各部署の分掌は、別紙の「業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制」に定

める。 

 

（職員等） 

第3条 この法人には、次に掲げる職員を置く。 

（１） 代表取締役 

（２） 取締役 

（３） 監査役 

（４） 部長（部署を統括する管理職） 

（５） 専任職 

２   代表取締役は、前項に規定する職制のほか、必要に応じて職員の職務を設けるこ 

とができる。 

 

（職員の職務） 

第4条 この法人の職員の職務は次のとおりとする 

（１） 代表取締役は、事務局の事務を統括する。 

（２） 部長は、代表取締役の命を受けて、各部署の業務を統括する。 

（３） 各部署の専任職は、部長の命を受けて、各部の業務に従事する。部長が空

席の部署は、代表取締役・取締役が部長の職も兼ねる。 

 

（職員の任命及び職務の指定） 

第5条 職員の任免は、代表取締役が行う。 

２   職員の職務は、代表取締役が指定する。 

 

（事務の決裁） 

第6条 事務に関する事項は、原則として担当者が立案し、各部署の部長及び取締役の決



済を受けて実施する。 

 

（代理決裁） 

第7条 代表取締役、部長が不在である場合において、特に緊急に処理しなければならな

い決裁文書は、決裁権者があらかじめ指定するものが決裁することができる。 

第8条 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければな

らない。 

 

（規程外の対応） 

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表取締役が取締役会の承認を得て、別に

定めるものとする。 

 

（改廃） 

第10条 この規程の改廃は、取締役会の決議による。 

 

附則 

この規程は、令和 4年 3月 18 日より施行する。 
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営業部 
第二種金融商品取引業営業担当 
 

・第二種金融商品取引業に関する営業 
・第二種金融商品取引業に関する売買管理 

・第二種金融商品取引業に関する顧客管理 

・内部監査 

管理部 
 

・帳簿書類、報告書等の作成・管理 
・ディスクロージャー 

・顧客情報保管 
・事務リスク 

・システムリスク管理態勢 

・電算システム管理 
・危機管理態勢 

・広報関連業務 

取
締
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コンプライアンス部 
法令等遵守指導担当 
 

株
主
総
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・法令等遵守指導 

・第二種金融商品取引業に関する顧客管理 
・役職員の研修等 

・苦情・トラブル処理 
・営業員管理 

・広告審査 

・反社会的勢力による被害防止 
・取引時確認実施態勢 

監査部 
内部監査担当 
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 審査部 
審査担当 
 ・案件会議 

・デューデリジェンス 

・投資委員会 
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